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第 35 回 邑楽町農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和８年５月１１日（月）午後３時００分～３時４０分

２．開催場所 邑楽町役場 ３階 大会議室

３．出席委員 １０人

１番 金子 節夫

２番 島田 信成

３番 中野 文子

４番 髙田 洋子

５番 齊藤 澄博

６番 横山 宏

７番 松島 章倫

８番 横山 正行

９番 中村 政五郎

１０番 小林 修

４．事務局 事務局長 金井 孝浩 係長 小谷 高平 主事 中村 みづき

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名について

第２ 議案

第９２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について（所有権）

第９３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

第９４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

第３ 報告

第４０号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について

６．会議の概要
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会長（横山）

事務局長(金井)

会長（横山）

事務局(小谷)

会長（横山）

それでは只今から、第３５回邑楽町農業委員会総会を開会い

たします。事務局より出席状況の報告を願います。

只今の出席委員数は、１０名で御座います。

事務局の報告の通り、本日出席の委員は１０名です。農業委

員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、在任委員の

過半数が出席をしておりますので、第３５回邑楽町農業委員会

総会が成立したことを宣言します。

＜会長挨拶＞

これより議事に入ります。議事日程第１、議事録署名委員の

指名については、総会会議規則第２５条第２項の規定により、

議席番号５番齊藤澄博委員、議席番号６番横山宏委員を指名い

たしますので、ご了承をお願いいたします。

議事日程第２、議案第９２号、農地法第３条第１項の規定に

よる許可申請について（所有権）を議題といたします。１番に

ついて、事務局より説明を願います。

議案書２ページをご覧ください。議案第９２号、農地法第３

条第１項の規定による許可申請について、所有権です。次のと

おり農地法第３条第１項の規定による許可申請があったので、

審議の決定を求めます。令和８年５月１１日、邑楽町農業委員

会会長、横山正行。

番号１番、「売買」です。譲受人、譲渡人、土地の表示につ

きましては、議案書記載のとおりです。申請理由ですが、譲受

人は「優良農地を確保し、経営規模を拡大したい」譲渡人は

「相続により農地を取得したが農業経験がないため、農地を処

分したい」とのことです。その他の状況につきましては議案書

記載のとおりです。備考欄につきましては、譲受人の経営面積

です。資料につきましては、１ページから３ページを参照して

ください。なお、申請地につきましては５月８日、１班の皆さ

んと現地確認を行いました。申請地は現在、遊休農地状態では

ありますが、許可を得た際は速やかに農地を復元させた上で、

申請どおり農地を適切に利用していくとのことです。また、農

地上に現在、農業用倉庫が設置されていますが、こちらは譲受

人が引き続き農業用倉庫として使用する予定であり、許可を得

た後には農地法施行規則第２９条１号による届出を提出すると

のことです。以上です。

事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。こ

の件に関して質疑のある方は挙手をお願いします。
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事務局（小谷）

会長（横山）

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について、賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）

挙手全員、よって本件は原案のとおり可決し、許可すること

を決定いたしました。

議案第９２号の２番の案件につきましては、農業委員会等に

関する法律、第３１条の第１項議事参与の制限の規定により、

審議が終了するまでの間、９番中村政五郎委員の退席をお願い

します。

（９番中村政五郎委員退席）

２番について事務局より、説明を願います。

番号２番、「売買」です。譲受人、譲渡人、土地の表示につ

きましては、議案書記載のとおりです。申請理由ですが、譲受

人は「申請地を購入し、農業経営を拡大したい」譲渡人は「申

請地を耕作できないため、処分したい」とのことです。その他

の状況につきましては議案書記載のとおりです。備考欄につき

ましては、譲受人の経営面積です。資料につきましては、４ペ

ージから６ページを参照してください。なお、申請地につきま

しては５月８日、１班の皆さんと現地確認を行いました。申請

地は農地として適切に管理されている状態でした。以上です。

事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。こ

の件に関して質疑のある方は挙手をお願いします。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可すること

を決定いたしました。

（９番中村政五郎委員入場）

議案 第９３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請
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事務局（小谷）

会長（横山）

５番（齊藤）

会長（横山）

についてを議題といたします。１番について、事務局より説明

を願います。

議案書３ページをご覧ください。議案第９３号、農地法第４

条第１項の規定による許可申請について。次のとおり農地法第

４条第１項の規定による許可申請があったので、意見の決定を

求めます。令和８年５月１１日、邑楽町農業委員会会長横山正

行。

番号１番。申請人、土地の表示につきましては、議案書記載

のとおりです。申請理由は「この度、農家住宅敷地について調

査してもらったところ、申請地につきまして農地法の所定の手

続きを得ないまま、農家住宅用地として一体で利用しているこ

とが判明し、速やかに申請する次第です。二度とこのような事

がないよう注意してまいりますので、何卒、諸事情をお含みの

上、宜しくお願い致します」とのことです。転用目的は「農家

住宅用地（追認）」です。施設の概要、着工年月日及び完了年

月日につきましては、議案書記載のとおりです。資料につきま

しては、７ページから１０ページを参照してください。以上で

す。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので担当委員から報告をお願いいたし

ます。

５番齊藤澄博委員

５番齊藤です。５月８日１班と事務局で現地確認を行いまし

た。申請地は大字藤川字渋沼地内。案内図は資料の７ページ、

付近状況図は８ページを参照してください。申請地は、藤川地

内の渋沼集落内の農地で、住宅と一体として利用されていま

す。農地の広がりはなく、その他の第２種農地と判断されま

す。１班として申請地や周辺農地の状況などを総合的に判断し

た結果、許可相当との結論に達しました。以上、現地確認の報

告とします。委員の皆様の慎重審議をよろしくお願いいたしま

す。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り採決を行います。この件

について賛成の方は挙手をお願いします。
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事務局（小谷）

会長（横山）

１０番（小林）

会長（横山）

（挙手全員）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

議案第９４号農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いてを議題といたします。１番について、事務局より説明を願

います。

議案書４ページをご覧ください。議案第９４号、農地法第５

条第１項の規定による許可申請について。次のとおり農地法第

５条第１項の規定による許可申請があったので、意見の決定を

求めます。令和８年５月１１日、邑楽町農業委員会会長、横山

正行。

番号１番。譲受人、譲渡人、土地の表示につきましては、議

案書記載のとおりです。申請理由は「私は、申請地の東側に隣

接する宅地の取得を予定しており、その後、店舗兼事務所とし

て運用を予定しています。しかし、宅地内には駐車スペースが

なく、建物の位置状況から敷地内に駐車場を確保することが困

難であります。そこで、近隣において駐車場用地を探したとこ

ろ、申請地が見つかったため、取得したく申請します」とのこ

とです。転用目的は「露天駐車場用地（売買）」です。施設の

概要、着工年月日及び完了年月日につきましては議案書記載の

とおりです。資料につきましては１１ページから１４ページを

参照してください。以上です。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので、担当委員から報告をお願いいた

します。

１０番小林修委員

１０番小林です。５月８日、１班と事務局で現地確認を行い

ました。申請地は大字篠塚字寺中地内。案内図は資料の１１ペ

ージ、付近状況図は１３ページを参照してください。申請地は

東武小泉線篠塚駅東方面に５００メートル内の公共施設近距離

区域内の農地です。第２種農地と判断されます。１班として申

請地や周辺農地の状況などを総合的に判断した結果、許可相当

との結論に達しました。以上、現地確認の報告とします。委員

の皆様の慎重審議をよろしくお願いいたします。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。
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事務局（小谷）

会長（横山）

２番（島田）

会長（横山）

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について、賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

２番について、事務局より、説明を願います。

番号２番。譲受人、譲渡人、土地の表示につきましては、議

案書記載のとおりです。申請理由は「現在、私たち家族は、町

内において両親と同居しております。この度、申請地を紹介さ

れ、家族と相談した結果、資金面の都合もつきましたので、土

地を購入し、住宅を建築するため申請をします」とのことで

す。転用目的は「一般住宅用地（売買）」です。施設の概要、

着工年月日及び完了年月日につきましては議案書記載のとおり

です。資料につきましては１５ページから１８ページを参照し

てください。以上です。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので担当委員から報告をお願いいたし

ます。

２番島田信成委員

２番島田です。５月８日、１班と事務局で現地確認を行いま

した。申請地は大字篠塚字大黒地内。案内図は資料の１５ペー

ジ、付近状況図は１６ページを参照してください。申請地は、

篠塚の交番から北方面に約３００メートルに位置しています。

第１種農地と判断されますが、集落に接続しているので、不許

可の例外にあたると判断されます。１班として申請地や周辺農

地の状況などを総合的に判断した結果、許可相当との結論に達

しました。以上、現地確認の報告とします。委員の皆様の慎重

審議をよろしくお願いいたします。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この
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事務局（小谷）

会長（横山）

５番（齊藤）

会長（横山）

件について、賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

３番について、事務局より、説明を願います。

議案書５ページをご覧ください。番号３番。譲受人、譲渡

人、土地の表示につきましては、議案書記載のとおりです。申

請理由は「私は現在、家族と借家に住んでいます。将来のこと

を考え、住宅を建設したいと考えました。私は羽生に勤務して

おり、妻の実家は太田市なのでどちらにも行きやすい邑楽町で

土地を見つけました。申請地が農地のため農地転用許可申請を

提出したいと思いますので、ご許可の程、よろしくお願いいた

します」とのことです。転用目的は「一般住宅用地（売買）」

です。施設の概要、着工年月日及び完了年月日につきましては

議案書記載のとおりです。資料につきましては１９ページから

２２ページを参照してください。以上です。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので担当委員から報告をお願いいたし

ます。

５番齊藤澄博委員

５番齊藤です。５月８日、１班と事務局で現地確認を行いま

した。申請地は大字篠塚字大黒地内。案内図は資料の１９ペー

ジ、付近状況図は２０ページを参照してください。申請地は、

スポレク広場から西方面に約８０メートルに位置しています。

農地の広がりはなく、その他の第２種農地と判断されます。１

班として申請地や周辺農地の状況などを総合的に判断した結

果、許可相当との結論に達しました。以上現地確認の報告とし

ます。委員の皆様の慎重審議をよろしくお願いいたします。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について、賛成の方は挙手をお願いします。
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事務局（小谷）

会長（横山）

１０番（小林）

会長（横山）

（挙手全員）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

４番について、事務局より、説明を願います。

番号４番。譲受人、譲渡人、土地の表示につきましては、議

案書記載のとおりです。申請理由は「私たちは関東近県を中心

に太陽光発電事業を展開しております。申請地において、地権

者様方との交渉が整い、十分な敷地があり、また近くに電柱が

あり、管理用車両が通行可能な道路に接していることから当該

地を選択しました。申請地は計画の規模、日当たりの観点から

も適地であり、当該地の農地転用が必要であります」とのこと

です。転用目的は「太陽光発電設備設置用地（地上権設定）」

です。施設の概要、着工年月日及び完了年月日につきましては

議案書記載のとおりです。資料につきましては２３ページから

２７ページを参照してください。以上です。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので担当委員から報告をお願いいたし

ます。

１０番小林修委員

１０番小林です。５月８日、１班と事務局で現地確認を行い

ました。申請地は大字篠塚字鶉岡地内。案内図は資料の２３ペ

ージ、付近状況図は２５ページを参照してください。申請地は

大泉町の東小泉駅東方面に５００メートル内の公共施設近距離

区域内の農地です。第２種農地と判断されます。１班として申

請地や周辺農地の状況など総合的に判断した結果、許可相当と

の結論に達しました。以上現地確認の報告とします。委員の皆

様の慎重審議をよろしくお願いいたします。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について、賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）
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事務局（小谷）

会長（横山）

２番（島田）

会長（横山）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

５番について、事務局より、説明を願います。

議案書６ページをご覧ください。番号５番。譲受人、譲渡

人、土地の表示につきましては、議案書記載のとおりです。申

請理由は「私たちは関東近県を中心に太陽光発電事業を展開し

ております。申請地において、地権者様方との交渉が整い、十

分な敷地があり、また近くに電柱があり、管理用車両が通行可

能な道路に接していることから当該地を選択しました。申請地

は計画の規模、日当たりの観点からも適地であり、当該地の農

地転用が必要であります」とのことです。転用目的は「太陽光

発電設備設置用地（売買）」です。施設の概要、着工年月日及

び完了年月日につきましては議案書記載のとおりです。資料に

つきましては２８ページから３２ページを参照してください。

以上です。

事務局の説明が終わりました。この件に関しましては、現地

調査が行われておりますので担当委員から報告をお願いいたし

ます。

２番島田信成委員

２番島田です。５月８日、１班と事務局で現地確認を行いま

した。申請地は大字赤堀字が議案書を見ていただき、上４筆が

広谷地内、下４筆が鞍掛地内となっております。案内図は資料

の２８ページ、付近状況図は２９ページを参照してください。

申請地は鞍掛工業団地に隣接する農地で、市街地近傍小集団農

地の第２種農地と判断されます。１班として申請地や周辺農地

の状況などを総合的に判断した結果、許可相当との結論に達し

ました。以上、現地確認の報告とします。委員の皆様の慎重審

議をよろしくお願いいたします。

担当委員から現地調査の報告が終わりました。これより質疑

に入ります。この件に関して質疑のある方は挙手をお願いしま

す。

（挙手なし）

ないようですので、質疑を打ち切り、採決を行います。この

件について、賛成の方は挙手をお願いします。

（挙手全員）
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事務局（小谷）

会長（横山）

挙手全員よって、本件は原案のとおり可決し、許可相当とい

う意見を付して県知事に送付することに決定いたしました。

議事日程第３報告第４０号。農地法第５条第１項第６号の規

定による農地転用届出についてを議題とします。事務局より、

報告をお願いします。

議案書７ページをご覧ください。報告第４０号、農地法第５

条第１項第６号の規定による農地転用届出について。次のとお

り、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出があ

ったので、報告します。令和８年５月１１日、邑楽町農業委員

会会長、横山正行。番号１番。譲受人、譲渡人、土地の表示に

つきましては、議案書記載のとおりです。転用目的は「店舗用

倉庫用地（売買）」です。施設の概要、着工年月日及び完了年

月日につきましては、議案書記載のとおりです。資料につきま

しては、３３ページを参照してください。以上、報告といたし

ます。

以上で本日予定された議案の審議は、すべて終了いたしまし

た。これで第３５回邑楽町農業委員会総会を閉会します。

上記の会議顛末は書記が記載したものです。その内容につい

て相違なきことを証するため署名捺印します。

令和８年５月１１日

邑楽町農業委員会 会長 横山 正行

委員 齊藤 澄博

委員 横山 宏


